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2025 年１月 31 日 
各  位 

 
会 社 名 株式会社アイロムグループ 
代表者名 代表取締役社長 森 豊隆 
（コード番号 2372 東証プライム） 
問合せ先  
役 職 専務取締役 CEOオフィスセンター担当  
氏 名 小島 修一 
電 話 03-3264-3148 

 

剰余金の配当（無配）に関するお知らせ 
 

当社は、本日開催の取締役会において、本日付で別途公表いたしました「MBO の実施及び応募の

推奨に関するお知らせ」（以下「意見表明プレスリリース」という。）に記載のとおり、ビー・エック

ス・ジェイ・ビー・ツー・ホールディング株式会社（以下「公開買付者」という。）による当社の発

行済普通株式（以下「当社株式」という。）に対する公開買付け（以下「本公開買付け」という。）が

行われることを踏まえて、本公開買付けが成立することを条件に、2025 年３月 31 日を基準日とす

る 2025 年３月期の剰余金の配当（期末配当）を行わないことを決議いたしましたので、お知らせい

たします。 
 

記 
 

１．配当（無配）の内容 
 

決定額 
直近の配当予想 

（2024 年 11 月５日） 
前期実績 

（2024 年３月期） 
基 準 日 2025 年３月 31 日 同左 2024 年３月 31 日 
１株当たり配当金 ０円 00 銭 未定 ０円 00 銭 
配 当 金 総 額 － － － 
効 力 発 生 日 － － － 
配 当 原 資 － － － 

 
２．理由 

当社は、本公開買付けに関して、公開買付者より、2025 年２月３日を公開買付開始日として本公

開買付けを開始したい旨の連絡を受けて、本日開催の取締役会において、改めて本公開買付けに賛

同の意見を表明するとともに、当社の株主の皆様に対して、本公開買付けへ応募することを推奨す

る旨を決議いたしました。なお、当該取締役会決議は、本公開買付け及びその後の一連の手続きに

より当社株式が上場廃止となる予定であることを前提として行われたものです。詳細については、

意見表明プレスリリースをご参照ください。 
当社は、利益還元を経営の重要課題の一つと認識し、安定的かつ継続的な配当を実施することを

基本に、業績と企業体質強化及び今後の成長に向けた留保とを総合的に勘案した上で利益配分を決

定することとし、2023 年 11 月６日付で「剰余金の配当（中間配当）および期末配当予想の修正（増

配）に関するお知らせ」を公表しておりました。  
その後、2024 年２月 27 日に公開買付関係者等より本公開買付けについて初期的な意向表明書を

受領し、当社として本公開買付けの実施に向けた協議・交渉を開始することになりました（詳細な

当社が本公開買付けに賛同するに至った意思決定の過程及び理由は、2024 年５月 13 日付で公表い

たしました「MBO の実施及び応募の推奨に関するお知らせ」（以下「2024 年５月 13 日付プレスリ
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リース」という。）をご参照ください。）。 
そして、2024 年５月 13 日開催の取締役会において、当社の本公開買付けに関する意見を表明す

るにあたり、本公開買付けにおける公開買付価格（以下「本公開買付価格」という。）は、2024 年

３月 31 日を基準日とする剰余金の配当が行われないことを前提に、総合的に判断し決定されている

ことに加え、本公開買付期間の開始前ないしは本公開買付期間中に開催を予定している定時株主総

会（以下「本定時株主総会」という。）に剰余金の配当に関する議案を上程し、本定時株主総会にお

いて当該議案に対する増配の動議が提出されることにより、本公開買付けの成立を不安定なものと

する恐れがあるため、本公開買付けへの応募を希望する当社の株主の皆様が、本公開買付けを通じ

て享受できる利益を確保すべく、2024 年３月 31 日を基準日とする剰余金の配当（期末配当）を行

わないことを決議しておりました。 
2024 年５月 13 日付プレスリリースにおいて、公開買付者は、オーストラリアにおける競争法に

基づき必要な許認可等（以下「本クリアランス」という。）の取得が完了していること等一定の前提

条件が充足された場合（又は公開買付者により放棄された場合）、速やかに本公開買付けを開始す

ることを予定している旨並びに 2024 年６月中旬を目途に本公開買付けを開始することを目指して

いる旨を公表しておりました。 
その後、2024 年６月 20 日及び 2024 年 11 月８日付で公表した「ビー・エックス・ジェイ・ビー・

ツー・ホールディング株式会社による当社株式に対する公開買付け実施に向けた進捗状況のお知ら

せ」においてお知らせしたとおり、公開買付者より、本公開買付けの実施に向けて、オーストラリア

における競争法に基づく必要な手続及び対応を進めているものの、本クリアランスの取得が完了し

ていない旨の連絡を受けました。 
その後、2024 年 12 月 20 日付「ビー・エックス・ジェイ・ビー・ツー・ホールディング株式会社

による当社株式に対する公開買付け実施に向けた進捗状況のお知らせ」においてお知らせいたしま

したとおり、2024 年 12 月 20 日に、公開買付者より、本公開買付けの決済日後 11 ヶ月以内に、当

社が直接又は間接に保有する CMAX Clinical Research Pty Ltd の株式の全てを第三者へ譲渡する

こと等を条件に、2024 年 12 月 20 日、オーストラリア競争・消費者委員会（Australian Competition 
and Consumer Commission）から、本公開買付けに係る本クリアランスの取得を完了し、オースト

ラリアの競争法に基づく必要な手続及び対応が完了したことから、本公開買付けの開始の前提条件

がいずれも充足されることが見込まれる、2025 年１月下旬を目途に、本公開買付けを開始すること

を予定している旨の連絡を受けました。 
そして、当社は、本公開買付けに関して、公開買付者より、2025 年２月３日を公開買付開始日と

して本公開買付けを開始したい旨の連絡を受けました。 
これを踏まえ、改めて公開買付者に確認いたしましたが、公開買付者によれば、本公開買付価格

は、2024 年３月 31 日及び 2024 年９月 30 日を基準日とする剰余金の配当が行われないことに加え

て、2025 年３月 31 日を基準日とする剰余金の配当についても行われないことを前提として総合的

に判断し決定されているとのことであるとのことでしたので、本日開催の取締役会において、本公

開買付けが成立することを条件に、2025 年３月 31 日を基準日とする 2025 年３月期の剰余金の配

当（期末配当）を行わないことを決議いたしました。 

以 上 


